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論文

人間社会環境研究第19号２０１０．３ ９

戦後から1960年代初頭までの臨時工研究の意義と限界

人間社会環境研究科人間社会環境学専攻
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Abstract

ThisstudyanalyzesandevaluatessometypicalresearchesconductedonanirregularfOImof
emp1oymentcalled“rinji-ko,”whichexistedinJapanduringitsyearsoftherapideconomicex‐
pansionThestudyisintendedtoclarifythesignificancesuchresearchesintothiskindoftempo‐
raryfactolyworkershadasstudiesofunstableemployment,aswellaswheretheyfe1lshort・
OnemaIorproblemwiththoseresearchesofthepast,thisstudyhasfOundout,wasthatthey

becamemoreandmoreinclinedtochoose,astheirstudysubjects,thosetemporaryworkers
whodidthesameorsimilarjobswithregularfactoryworkers・

Aroundthemiddleofthel960s,Japan，sindustriesfOundsomenewtypesofirregularwork
fbrceinpalttimers,etc.,wholatergrewinnumber・TY1osetemporaryemployeeshadthesame
problemwith“Iinji-ko,”name1y,unstableemployment・Still,theresearchesconsideredherein，
sincetheynarroweddowntheirstudysubjectstocoverthosefactolyworkersmentionedabove

alone，wereneversucceededanddevelopedfilrtherintomoregeneralstudiesofilTegularem‐
ployment．
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ていた・そのようななかで，「臨時工問題」が意

識されてくる。「臨時工問題」とは生産ラインで

本工労働者と同じように働き，かつ雇用が長期化

しているにも関わらず低賃金労働で雇用が不安定

なものが主な対象であったI。

「臨時工問題」が強く意識されるようになった

1950年代中盤には，数多くの労働組合が臨時工の

本工化闘争を行った2゜その理由は，第１に全体

としての臨時工数の増加と，第２に本工労働者と

同じ作業現場で主要な業務をこなす臨時工数が増

加したためと考えられる3゜しかし，時を同じく

して始まった高度成長を経て，1960年代にはいる

はじめに

本稿の課題は，高度成長期に存在した非正規雇

用の一つである臨時工に関する代表的研究を検討

し，臨時工研究が不安定就業研究としてもった意

義および不十分な点を明らかにすることである。

なお，臨時工は戦前から存在していたが，本稿

の分析対象は戦後から高度成長期にかけて存在し

た臨時工に限定する。

戦後の臨時工は，主要な生産ラインで就業した

り，補助・雑役業務を行ったり，あるいは季節的

な労働に従事したりと，多くの種類から形成され
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題」として認識され始めたのは1950年代に入って

からである。以下，どのような展開を経て「臨時

工問題」が社会問題となっていったのかを確認す

る。

戦後から高度成長にかけての臨時工の雇用動向

は，臨時工の数の増加という側面と，臨時工が従

事する職務の変化という２つの側面からとらえら

れる。その変化を北海道立労働科学研究所「臨時

工（後編)」日本評論新社1956年では，第２次世

界大戦の敗戦から職業安定法の成立まで，職業安

定法の実施から経済９原則の実施まで，経済９原

則の実施から朝鮮戦争の開始まで，最後に朝鮮戦

争開始以後の４つの時期に区分して分析している。

以下［臨時工（後編)』に基づいて，戦後の臨時

工の動向をみていく4゜

このうち，敗戦から職業安定法の施行までの時

期には，戦争終結による戦時労働体制の崩壊によ

って臨時工が生まれたと考えられる。この時期の

臨時工の特徴は，その名のとおり臨時的な仕事に

従事したり，補助・雑役業務をしたりするものが

多く，基幹的作業に従事するものは少なかった。

臨時工をめぐる環境が大きく変わったのは，

1947年に職業安定法が制定・施行され，労務供給

業が禁止されてからである。職業安定法が制定さ

れた結果，それまで労務供給業者によって企業へ

と送り込まれていた組夫・人夫と呼ばれた雇用形

態は解体されることになった。これらの労働者は

就業先においては主に補助・雑役業務を担ってい

たのであるが,職業安定法の制定により臨時工(直

接雇用であるため職業安定法違反にはならない）

として再編されたのである。

ただし，補助・雑役業務中心の臨時工の増加は，

「臨時工問題」とは大きな関連をもってはいない。

のちに見るように，このような臨時工の労働条件

が低いことは，様々な種類の働き方がある臨時工

という枠の中では意識されているが，その中心と

して取り上げられる機会は減少していく。なぜな

ら，「臨時工問題」として認識される対象が，本

工労働者と同じ職務をおこなっているにも関わら

ず，本工労働者と比べて労働条件が劣悪な臨時工

と，徐々に「臨時工問題」への関心は薄れていく。

その理由は，新規学卒採用の広がりによる正社員

採用が増加するなかで，臨時工の給源であった若

年層が不安定雇用としての働き方を敬遠したこと

が大きい。ただし，そのような実態面の変化に加

えて，臨時工研究の方法自体にも欠点があったと

考えられる。なぜなら，臨時工研究の対象は，本

工労働者と同じまたは類似の作業を行う臨時工に

限定され，なおかつそのような臨時工が企業内で

どのように活用されているのかという点に焦点が

絞られていったからである。その結果，臨時工が

減少し，なおかつ技術革新を通じて臨時工の職務

内容に変化が生じると，分析対象を限定した臨時

工研究は，その対象からはずれる臨時工をとらえ

ることができなかったのである。

しかし，臨時工が有していた低賃金労働で不安

定な雇用という側面は，パート労働や社外工へと

引き継がれていった。このとき，臨時工研究の蓄

積は，パート労働や社外工へと展開することはで

きなかった。その結果，不安定就業研究としての

臨時工研究の蓄積は途絶えることになった。

第１章では，戦後から1950年代中盤までの臨時

工の雇用動向を検討しながら，「臨時工問題」が

どのような過程を経て社会的に認識されたのかを

確認する。第２章では，臨時工に対して経営者は

どのような態度をとっていたのかを日本経営者団

体連盟編『臨時工問題の研究一主として労務管理

の観点から＿』日本経営者団体連盟弘報部，１９５７

年を素材として検討する。第３章では，臨時工を

取り上げた代表的な研究を対象とし，臨時工研究

の到達点を確認する。第４章では，臨時工研究の

到達点の意義と限界を確認し，臨時工研究が不安

定就業研究へと発展しなかった理由をまとめる。

そのうえで，現在において臨時工研究の限界を確

認する意義を最後に提示する。

第１章臨時工の雇用動向と「臨時工問題」

の出現

戦後直後から臨時工は存在したが，「臨時工問

＝屈塞下「
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が中心となっていったためである。

臨時工研究で中心的に取り上げられるような，

本工労働者と同じ職務を行う臨時工が増加し始め

るのが，経済安定９原則の実施と朝鮮戦争開始後

の時期である。

財政緊縮による経済安定化策であるドッジ・ラ

インによって，企業整備が強行され，企業の定員

が大きく削減された。この人員削減によって，多

くの本工労働者が解雇されたが，彼らは技能を有

した臨時工へと転身をとげたと推測される。解雇

した本工労働者を翌日に臨時工として再雇用する

ケースもあった。こうして，人員増加の必要が生

じたときでさえも，本工労働者ではなく臨時工を

採用するといったことが一般的に行われるように

なった5・

朝鮮戦争開始による影響は，２つの方向から基

幹的業務を担当する臨時工の増加を促した．第１

は，戦争特需とは直接関係ないと思われる産業に

まで臨時工の活用が広まり，多くの産業で臨時工

の利用が開始されたことである。第２は，それま

で臨時工を採用していなかった企業においても臨

時工の利用が始まったことである。日産自動車で

は，「当社が戦後はじめて臨時工を採用したのは

昭和25年であり，朝鮮戦争による急激な需要増に

対処するためであった」と述べており，このよう

に戦争特需による好景気に対して，企業は臨時工

を採用して生産増加に対応していったのである6.

こうした臨時工の動向のなかで，「臨時工問題」

はいかに出現してきたのであろうか｡はじめに｢臨

時工問題」を見出したのは，峯村光郎や有泉亨な

どの法律学者であった。法律学者による「臨時工

問題」は，基幹作業から補助．雑役業務，あるい

はまったく季節的な作業を行うなど多様なタイプ

が混在している臨時工を作業内容や勤続期間によ

って区分し，どれくらいの臨時工が「臨時」的な

仕事を実際に行い．どれくらいの臨時工が｢臨時」

の名のもとに本工労働者とならずに低劣な労働条

件を甘受しているのかという分析であった。した

がって，基幹作業以外のものであっても，企業に

とって日常的に必要な業務についている補助．雑

役労働者ならば「臨時工問題」の対象とされた７．

そして，実態として臨時的ではない労働を行っ

ている臨時工には，労組法第１７条による労働協約

の一般的拘束力の問題と，労働基準法第20条から

逃れるために多くの臨時工が契約期間２か月以内

の更新を繰り返すことによって解雇を行いやすい

状態にされているという点が議論された。

法律的議論による臨時工研究の意義は，第１に

多種多様な働き方があった臨時工をおもに作業内

容によって分類したことである。この作業によっ

て，企業が徐々に基幹的作業に大量の臨時工を投

入し，本工労働者に比べて劣悪な労働条件で就業

する臨時工が増大した点を確認できた。第２に，

のちにみる研究とは異なり，補助・雑役作業に従

事する臨時工も含めて「臨時工問題」をとりあげ

たことである。そのとき重視されたのは，本工労

働者と類似の作業をおこなっているかどうかより

も，勤続期間であり，企業経営にとって継続的な

仕事であるのか，言葉通り臨時的な仕事であるの

かという点であった。その結果，不安定就業とし

ての臨時工は，世の中に広く存在しているという

視点を有することができる。

一方，法律的議論による研究の限界は，法律の

適用に限って本工労働者と臨時工間の労働条件格

差を問題視するためにどのような理由から臨時

工が生まれているのかという点を分析できていな

い点である。たしかに経営者による低賃金労働

力の活用という欲求については指摘しているむき

もあるが，企業の労務管理の中で臨時工がどのよ

うに位置づけられ，なぜ劣悪な労働条件に甘んじ

なくてはならないのかがわからないままである。

その結果，勤続年数の長い労働者はみな本工労働

者のように扱われなくてはならないという結論に

なってしまうのである。

第２章経営者団体の「臨時工問題」の
とらえ方

臨時工が基幹的作業へ進出していくなかで，

1950年代中盤には企業の臨時工利用に対して社会
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企業活動に伸縮，繁閑の浮動のあることをさ

けられないかぎり，これに伴う長期的あるい

は一時的な労働力の調節のため，臨時工の如

き臨時的労働力を必要とすることは当然であ

る。とくに，わが国の場合，その経済構造の

特質として，資本主義の後進性，自然的立地

条件の不利，および労働人口の過剰が挙げら

れており，しかもこうした条件の下で世界の

近代的工業国として生存していかねばならな

いのであるが，この脆弱な経済的基盤の上で

は企業活動の伸縮に応じた短期契約の臨時工

を雇用せざるをえないことは容易に理解でき

ることである｣'0。

的な反発が強まってきた。戦後発展してきた労働

組合は本工労働者を中心とした企業別組合であっ

たにもかかわらず，臨時工の本工化闘争を行うな

ど経営者側への反発を強めていた。

以上のような時代背景のもと，日本経営者団体

連盟（以下，日経連）は，『臨時工問題の研究一

主として労務管理の観点から－』において，経営

者側からみた「臨時工問題」の意味を検討し，そ

の解決策を提示している8゜

はじめに，日経連が考える「臨時工問題」の中

身について確認を行っている。第１章で確認した

とおり，「臨時工問題」は法律家の手によって進

められたことを反映し，朝鮮戦争以後の「臨時工

問題」が労組法第17条を中心とした法律的議論で

あったことを述べる。ただし，その直後に「問題

は部分的法律論よりも，むしろ，給源をいかにし

て確保するか，臨時工の能率をいかにして向上な

いし維持するか，こうしたことを実現するための

労働条件はいかにあるべきか，しかもなお，臨時

工としての性格をいかにして維持するかというこ

とが問題の主柱として登場してきた」として法律

に基づく「臨時工問題」への対応を批判する9･

日経連からみたときの「臨時工問題」は，まさ

に臨時的労働力をどのように効率的に活用するの

かという－点である。本工と臨時工間にある労働

条件の差は当然あるものとして前提されている。

なぜなら，臨時工という制度自体は第１に資本

主義一般として存在するものであり，第２に日本

の場合臨時工という雇用形態が存在する裾野が社

会経済的に広がっていると日経連は考えているか

らである。この点について，同書は「臨時工存在

の理由」を以下のように述べている。

以上の日経連の基本認識からは，経済活動には

臨時工のような働き方が求められるのが当然とい

う態度が明らかにされる。しかし，たとえこのよ

うな考えを認めたとしても，臨時工がどのような

作業を行い，どのような労働条件で扱われるのか

という問題はまた別のものである。したがって，

次に日経連が臨時工に求める作業内容を確認して

みる。

「(イ）業態そのものの性質から，たとえば

受注生産にたよる業種では，仕事が浮動的で

あるために，必要な労働力のすべてを常用的

にかかえていることは経営として成立たず，

受注の都度，必要に応じて雇用量を増減する

必要があるもの

（ロ）時期的な変動のあるもの，すなわち，

季節的変動や経済的変動のように，ある時期

を中心に集中的に労働力を必要とし，その時

期をすぎれば必要'性がなくなるもの

（ハ）仕事の性質によるもの，すなわち企

業の本態作業に附随したもので，仕事の内容

が，企業にとって附随的なものであって，こ

れに本工をあてる必要のないもの｣Ⅱ。

「本来，資本主義経済組織のもとでは，企

業のなかに本工とともに臨時的労働力が存在

することは普通の現象であるといわれている。

もともと，景気の変動は波動的曲線的なもの

であって，けっして一律的な直線の形をとる

ものでない。またその継続性についての予測

が困難であって，経済条件の変動に応じて，

ここで，注目すべき点は，法律的議論による｢臨

時工問題」で論点の中心となっていた基幹的作業
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に長期間従事している臨時工についての指摘はな

いという点である。（イ）は業務の特徴から発生

する雇用量調節であり，（ロ）は時期的な変動か

ら発生する雇用量調節であり，（ハ）は業務の性

質上熟練労働が必要ないと予測されるものである。

したがって，この箇所から何故に本工労働者が行

っているものと同じ基幹的作業に従事し，勤続期

間が長期化している臨時工がいるのかという点に

ついては説明できないのである'2゜しかし，その

点は無視したまま，臨時工を用いらざるをえない

理由を続けている。そして，その対象は，本工労

働者をめぐる日本の特質へと進む。

での態度は,臨時工に関して問題を見出す態度(法

律的議論に基づくものや当時の労働組合の考え

方）への批判が中心となっている。「第１章われ

われの基本的立場」以後は，雇用上の問題点，労

働条件や福利厚生などをまとめた労務管理上の問

題点，解雇上の問題点と続いていくなかで，いか

に合理的な理由・方法によって本工労働者と臨時

工との間に差を設けるのかという点が主眼となっ

ていく。そして，そのような本工労働者と臨時工

との差を前提としながらも，どうずれば臨時工を

最も効率的に活用できるのかを検討していくこと

になり，やはり法律的議論の「臨時工問題」で取

り上げられた内容についてはほとんど触れること

はないのである。

「臨時工問題」の対象であった基幹業務に長期

間就業している労働者に対する態度は，臨時工の

本工化闘争を意識して，終盤に次のように語られ

る。

「わが国労働市場の特質は，一般に明らか

なように，大企業，とくに，本工の労働市場

では企業的な封鎖'性が強い。（中略)。戦後は

労働組合が企業別組合という形をとり，その

運動の方向が絶対的な解雇の反対ということ

にむけられてきたことに密接な関係をもって

いる。このように，労働力の企業的封鎖性と

労働市場の狭隔性が，本工の解雇あるいは一

時解雇を，きわめて困難なものにし，一方に

おいて，経済変動のための労働力の調整を免

れえないとすれば，ここに，企業が労働力の

需給変動の弾力性を，臨時工制度という形に

求めざるをえないのもまた当然のことであろ

う｣'3。

「長期臨時工の処置を，一定の時期に整理

したことと，これによって，臨時工雇用の長

期化をめぐる醗酵しつつあった労務管理上の

矛盾と危機を，一応回避したということで重

要な措置であるが，しかし，そのことだけで

は臨時工制度自体の根本的合理化という面で

は，たいした意味があるわけではない。それ

は，臨時工を本工に移行することによって，

現存する臨時工を減少ないし皆無にする数字

的効果と，問題を一時的に回避する効果はあ

っても，その後に残る臨時工について，ある

いは将来必要な時期に雇い入れねばならない

臨時工については，なんら根本的解決への途

を意味するものではなく，臨時工制度そのも

のの合理的解決ではないのである｣'5。

そして，その後の箇所では高度成長期をむかえ

て活発化してきた技術革新によって労働力の再配

置を達成するまでのつなぎの労働力としての臨時

工の利用も指摘されている。

したがって，経営者側が考える日本に臨時工が

存在する理由は，第１に資本主義経済の一般的な

法則によるもの，第２に日本経済の特徴によるも

の，第３に本工労働市場の封鎖性によるもの，第

４に技術革新による必要性があるものとまとめら

れる。そして，臨時工の利用が「企業の一方的な

恐意のみに帰せられえないことは明かである」と

日経連は主張するのであるＭｏｉ臨時工問題の研究』

この分析は，臨時工から本工への転換によって

｢臨時工問題」の解決が図られるとする当時の労

働組合の認識の欠点をつくものである。資本主義

一般の法則のもとでは，どのような形であれ臨時

的労働力が必要であるという経営者の前提から冷
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由，日本経済の特殊性などによって状況を説明す

るのみで，具体的な臨時工像が見えてこない。い

ったい，日経連が対象とした臨時工はどの程度存

在し，どういう課題を抱えていたのであろうか。

それがわからないまま，本工労働者と臨時工間の

区別を議論していたのみであった。

静にその効果を分析している箇所と言える１６･日

経連がこのように本工化闘争に疑問を提示してい

たにもかかわらず，多くの労働組合は本工化闘争

以外の道を選択することは少なかった。

以上をまとめると，日経連にとっての臨時工研

究とは，法律的議論によって確立された「臨時工

問題」に対する批判となっていることがわかる。

日経連にとっては，「臨時工問題」がそもそも問

題として成立されることが不可解な事であったと

いえよう。そして，本工労働者と臨時工をいかに

同じ労働条件の労働者として就業させるかよりも，

本工労働者といかに臨時工を区別するのかという

視点が重要であった。また臨時工の本工化闘争

に代表される労働組合の活動については資本主義

一般の景気変動の法則から疑問をもっていた。

日経連による研究の意義は，第１に経営者とし

ての臨時工（非正規雇用）への態度を明確に示し

たことである。臨時工が必要な理由は，数多くあ

げられてはいたが，要点は企業運営にはいつでも

解雇できる労働者が必要であるということであっ

た。第２に本工労働者と臨時工をまったく別の

労働者として意識させる方法を就業規則や臨時工

の本工化を通じて実践しようとしていることを認

めたことである。これは，法律的議論では本工労

働者と同じ作業を行っている臨時工はもちろん，

勤続期間が長いという理由で本工労働者と大差の

ない労働者として前提されていた姿勢を真っ向か

ら否定するものである。

一方，日経連による研究の限界は，なによりも

長期勤続化している臨時工について多くを語って

いない点である。たとえ，さまざまな方法を用い

て本工労働者と臨時工を区分しようとも，なぜ長

期勤続化した臨時工が存在するのかを説明できて

はいない。やはり解雇しやすい労働者をつねにそ

の手のうちに確保しておくという意味に加えて，

本工労働者の年功賃金とは異なり，それほど大き

くは上昇しない低賃金労働力としての側面をフル

に活用している点を隠蔽することはできない。ま

た，何よりも具体的に臨時工がどれほど存在して

いるのかを明示せず，ひたすら景気変動による理

第３章臨時工を取り上げた代表的な研究

「臨時工問題」の成立から，それに対する経営

者の態度をこれまで見てきたが，本章では社会政

策分野での学術研究を取り上げ，「臨時工問題」の

扱い方がどのように変化したのかを検討する。結

論をさきに述べると，高度成長以前の研究では，

臨時工に関わる問題は日本資本主義の構造に根差

している点が重視され，その解決は日本の経済体

制全体を変化させるというものであった。しかし，

高度成長が長期にわたり，臨時工自体の研究が進

んでくると臨時工の規定自体の批判的検討へと変

化していった。そして，法律的議論で提示されて

いた臨時工を不安定就業からいかに脱却させるの

かという解決策は積極的には提示されなくなった。

なぜなら，ここであきらかにされたのは，臨時工

制度が経営者にとってのみメリットがあるのでは

なく，本工労働者を中心とした労働組合にもメリ

ットがあり，積極的な解決が期待される状況が存

在しないと予想されたためである。

本章では，前者の研究の代表として氏原正治郎

を取り上げ，後者の研究の代表として小池和男と

山本潔の研究を取り上げる。

第１節氏原正治郎による臨時工研究

氏原正治郎「所謂『常用工ｊと『臨時工』につ

いて」において重視される視点は，本工労働者に

比べて労働条件が低い臨時工が，なぜ日本に存在

するのかという点である'7゜

はじめに，氏原は法律的議論によるものと同じ

ように臨時工の多様性を指摘する。そして，casual

(臨時的）であることに問題の原因が求められる

臨時工と，本来の生産工程で就業し本工労働者と



戦後から1960年代初頭までの臨時工研究の意義と限界 1５

変わらない働き方をしている臨時工の２つに大別

する。

前者の解決策は，臨時的である働き方に対応し

た職業紹介制度や労働市場の組織化，失業時の所

得保障制度，労働組合機能の発達等である'８．－

方，後者の臨時工の問題は，常用工（本稿でいう

本工労働者に該当）と臨時工間にある差別に基づ

いたものである。したがって差別を生み出す要因

を解明することが重要になる'9．

氏原は，差別が表れている部分を採用行動（解

雇)，労働条件（賃金，諸手当，退職手当等）な

どに求めている。そして，常用工と臨時工との差

はたんに臨時工が不利を被っているという意味で

とどまるものではない。「これらの差別は，実は，

｢常用工』と「臨時工』とが，社会経済的意味を

異にしていることに根ざして」おり，その意味は

｢『常用工』は，本来の従業員」であり，「『臨時工」

は，このような意味での従業員では」ないことを

強調する20.

次に，常用工と臨時工の相互作用を分析すると，

次のような問題点が浮かび上がってくる。

の間の身分的差別のために，その連帯性は断

ち切られているのである｣２１。

労働者間の連帯を挫く日本の特徴は，労働組合

自身にも影響を与える。労働組合が企業別組合で

あるとき，企業を超えた労働者の組合とはならず

に従業員の組合として作用するからである。

従業員としての組合は，賃金政策，社会保障政

策，雇用政策のすべてにおいて個別企業の支払い

能力の範囲を超えた政策を打ち出すことはできな

い。すべて従業員の関心の枠内に収められてしま

う。それは，「競争社会における個別企業の企業

利己主義と相通ずる組合利己主義の表現である｣22.

しかし，従業員の組合としての安泰的地位は

1949年の人員整理や1950年の朝鮮戦争のもとで脅

かされていった。第１章で確認したとおり，本工

労働者（常用工）から臨時工への切り替えが進ん

だためである。その結果，従業員のための組合は

どのような対処が考えられるであろうか。第１に

考えられるのは，従業員組合を脱して臨時工を含

めた労働者の組合へと転換することである。しか

し，これは本工労働者（常用工）の特権の放棄を

意味するため難しいものである。第２に考えられ

るのは，本工労働者の特権を守るために企業の労

務政策と妥協を行うことである23゜

したがって，本工労働者と臨時工の関係は「労

働の`性質による連帯`性にもとづいた職業社会」が

存在していないで成立している。そのような状況

下にある「臨時工問題」は，「casuallaborの問題

ではなく，実は，このような日本産業の特殊性に

深く根ざしている」ものなのである鋼。

氏原は，最終的に「臨時工問題」が臨時的な働

き方であるという部分にのみ注目すべきものでは

なく，なぜ本工労働者と臨時工が同一作業で労働

条件格差を持ちながら併存できるのかを，日本経

済の特性から分析している。

氏原による研究の意義は，第１に，法律的議論

において分類された臨時工を２つにわけて問題の

所在とその解決方法を提示したことである。ただ

し，ここでは臨時的な働き方の臨時工と，本工労

「『臨時工』と「常用工』とは，相互に区別

され，一応異なった労働市場において，異な

った法則に支配されているようにみえるが，

両者の間には，関係がないわけではない｡『臨

時工」から『常用工』に抜擢され，または『常

用工』が解雇されて，「臨時工」になるごと

く両者の間には流動関係が成立する。それ

ばかりではなく，両者の間の労働条件の比較

は，不断に両者を競争状態におく。『常用工』

はＪ臨時工』にたいする相対的優越性に満

足しがちであるが，相対的特権を失う不安を

持ちがちであらう。ところが，「臨時工』は，

自分の力で労働条件を改善する力を持ちがた

い。かくて，『臨時工』は，労働者全体の労

働条件の死錘となっている。このように，両

者の間には「常用工』＝個別企業の従業員と

しての利害を超えた，労働者としての超企業

的利害の共通性があるにもかかわらず，両者
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同じまたは類似の作業をする臨時工は，とくに重

要な労働問題を含んでいる。なぜなら，このよう

な働き方をする臨時工は本工労働者と比較して労

働条件は著しく低いからということであった。

しかし，小池は実際の企業行動とこのような臨

時工問題の整理の仕方から基本的な矛盾を指摘す

る。第１に，本工労働者と同じ作業を低賃金で行

っている臨時工が存在するならば，なぜ経営者は

すべての労働者を臨時工へと切り替えないのか。

このような疑問に対して予測される反論は，本工

労働者を中心とした労働組合の抵抗によって莫大

なコストが生じるというものである。しかし，小

池は次のように再反論を行う。本工と臨時工の入

れ替えは，一度に大量に行わなくとも，新規に採

用する労働者全員を臨時工でまかなえば数年のの

ちには臨時工はかなりの数になると。しかし，実

際の企業はそのような行動はしていない。

第２に，さきに予測された反論である労働組合

の抵抗であるが，実際にはそれほど広がってはい

ない。その理由を考えなくてはならない。このよ

うな考え方に対する反論は，労働組合が本工労働

者を中心としたものであるため，エゴイズムをも

った行動をとっているというものである。しかし，

過去の研究が幾度も指摘してきた臨時工の存在に

よって本工労働者の労働条件は影響を受けている

という考え方に基づけば，本工労働者を中心とし

た組合であっても何らかの抵抗をしなくてはなら

ない。しかし，実際には臨時工をめぐる労働組合

の活動はそれほど拡大しているようには見受けら

れない。したがって，本工と同じまたは類似の職

務を行う臨時工という規定自体を疑う必要がある。

第３に，臨時工が低賃金であるという考えは，

平均賃金のことであった。しかしそのような考え

方には，臨時工が若年層を中心としているという

視点が欠如している。統計的数値は得ていないが，

若年の本工労働者と比較したならばそれほど賃金

格差は大きくないのではないだろうか。

以上，３点の疑問を小池は提示する。労働組合

による臨時工への関与の実態や，統計数値を得て

いないなどの問題点はあるが，提出されたこれま

働者と類似の作業を行う臨時工という２つに分け

ているために，補助・雑役業務を行いながらも勤

続期間が長期化している臨時工の位置付けが明確

ではないという限界が存在する。第２の意義とし

ては，臨時工が景気変動へのバッファーとして位

置付けられている点を強調し，本工労働者と臨時

工間に大きな労働条件格差が生まれる理由を日本

産業の特殊性に求めたことである。臨時工がたん

に経営者による劣悪な労働条件使用による制度で

はなく，日本の経済構造から生み出される制度で

あったことを明らかにした。

一方で，氏原による研究の限界は，さきに指摘

したように，補助・雑役業務を行う臨時工の位置

付けが不明確になっていることである。その結果，

不安定就業としての臨時工の範囲が狭められてし

まっている。また，日本経済の特殊性から臨時工

の生成を導き出したが，はたしてどのような産業

で臨時工が特に使用されているのかは不明確であ

り，なおかつ臨時工が基幹的作業のなかでどのよ

うな位置付けを与えられているのかも明確ではな

い。その結果，臨時工の存在によって本工労働者

全般が影響を受けている印象を与えてしまうが，

それではなぜ本工労働者がいつまでも臨時工に比

べてめぐまれた労働条件のままであるのかはわか

らないままである。

第２節小池和男による臨時工研究

小池和男による研究は，労務管理の視点から臨

時工制度の意義を理論的に整理したものである。

実証研究はのちに検討する山本潔を待たねばなら

ないため，小池自身の提出したものは仮説段階の

ものである。しかし，臨時工がなぜ採用されるの

か。そして，臨時工を利用した競争が企業にとっ

てどのようなメリットがあるのかを示した意義は

大きい。

小池の提出した論点は，それまでの臨時工研究

の実績と企業の合理的行動を合わせて考えたとき

に生じる矛盾からスタートする。

前節で検討した氏原の研究では，臨時工は作業

内容により複数のグループに分けられた。本工と



戦後から1960年代初頭までの臨時工研究の意義と限界 1７

での研究への疑問は利潤拡大を目指す企業活動と

いう基本的認識からは論理的に推測されるもので

あった。

では，提出された疑問に対し小池自身はどのよ

うに答えたのか。本工労働者の範囲を大企業の基

幹工と限定したうえで，本工労働者と臨時工がど

のような意味を持って競合しているのかという視

点を通じて回答が示される。

大量生産方式が拡大していくなかでは，本工労

働者が従事する作業は徐々に専門化，標準化の傾

向を強める。したがって，その職務は多岐にわた

り，また一つ一つの職務内容は企業的色彩を持っ

ていく。このような背景を考えたとき，各企業独

自の職務を採用と同時にこなせる労働者を労働市

場全体から探し出すのは難しい。ここに企業が本

工労働者を昇進を通じて育てていく意義が存在す

る。したがって，本工労働者は徐々に上位職務へ

と進出していくことになる。

このような本工労働者の採用からの動きからす

ると，臨時工ははたしてどのような本工労働者と

競合しているのであろうか。小池は，企業で行わ

れている職務を４つの特徴にまとめ，臨時工が就

業できるかどうかを考える。第１に，企業の中枢

を担う職種である。ここでは臨時工は排除されて

いる。第２に，基幹部門の下位職務である。ここ

では臨時工と本工労働者は競合関係を築く。第３

に，上位職務と下位職務のバランスにかかわるも

のである。上位職務に比べて下位職務が広く存在

しているときには下位職務には多くの労働者が必

要となるため，臨時工の進出が見受けられる。第

４に，長期勤続をさほど必要としない職場である。

ここには臨時工の進出も考えられるが，「最も『合

理的』な方法は女子労働者の配置」である25゜し

たがって，臨時工問題ではなく女子労働者問題へ

と転換する。

ここで，重要なことは臨時工の進出先が下位職

務に限定され，上位職務は本工労働者によって占

められていることを明らかにしたことである。ま

た，臨時工制度の企業にとっての利点が第３の点

を利用して一層強化されていることも示された。

上位職務よりも下位職務の方が膨大であるとき，

臨時工間の本工化への昇進競争が激しさを増す。

その結果，本工労働者と臨時工間の「差別支配の

『うまみ』は絶頂に達する。それ故，経営は，技

術的に許される限りこのような職務編成を拡大し

ようとする」のである26゜

この指摘は，臨時工が資本主義経済一般による

景気変動に対応するために必要であるということ

以上に，臨時工は企業にとって大きなメリットを

所有していることを示している。

臨時工が存在するのは下位職務であった。また

その下位職務は上位職務よりも広大であった。こ

のような状況のとき，本工労働者を中心とした労

働組合は何よりも若干の雇用量の変動に耐えられ

るという意味で利益を享受している。ただし，小

池は上位職務と下位職務との境界が不透明である

ために競争激化が促され，かつ，労働組合の行動

力が低下する要因も指摘する。上位職務と下位職

務の境界が不透明ということは，労働者にとって

はどこまで上位職務をこなせるようになれば本工

労働者となれるのかは明確にはわからないという

ことである。また，上位職務と下位職務の境界が

不透明であることは，本工労働者を中心とした労

働組合にとっては，いつ自分たちの領域である上

位職務が侵されるのかということを考えなくては

ならない。したがって，この境界をなるべく下方

へと押しやることが労働組合の行動原理となるよ

うにも思われる。しかし，臨時工制度を縮小させ

る，まして消滅させることは本工労働者の利点を

も放棄することであるため労働組合は活発な活動

はできない。その結果，「企業は自己にふさわし

い労働力の選択を十分果たすことができ，雇用量

の変動も安価に行い得，差別支配による労務費の

低下も獲得できる。まことに臨時工制度は，日本
●●●●●●●

労務管理の精華なのである｣２，゜

以上の展開から小池の提出した３つの疑問への

回答は次のようにまとめられる。なぜ企業は本工

労働者を臨時工と入れ替えないのかという点には，

上位職務をこなせる本工労働者を必要とする根拠

自体が企業内に存在していた。なぜ労働組合は臨
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じものである。ただし，山本はなぜ企業が臨時工

を欲するのか，そして臨時工制度が企業内でどの

ように位置づけられているのかを明らかにしたの

みではなく，労働供給面からも臨時工制度がなぜ

求められたのかという点を明らかにした。この点

は，これまでにない成果である。

山本は，日本の自動車工業が，市場の狭隠性と

国際的な低賃金によって規定されている点を重視

する。それは，このような規定があるために，日

本では生産の自動化・機械化が遅れているためで

ある。そして，なおかつ生産規模が小さいという

状況を重ね合わせると，生産調節が下位職務の担

い手に対する労働需要量の変動という方法に頼ら

れることになる。具体的には，労働時間の延長・

短縮など,雇用労働者数の増減,作業範囲の拡大・

縮小などである。その結果，「雇用量は，上位の

半熟練工を下位の職務の担い手によって『うすめ』

あるいはにく』して，もっぱら，下位の職務の

担い手の雇入・解雇によって調節されることに

な」り，その対象がまさに臨時工ということにな

る28．上位職務を行う労働者は小池の指摘通り，

個別企業で育成される労働者であり労働市場に存

在していることはまれであることを山本も言及す

る。一方で，下位職務を担う労働者は労働市場に

広範に存在しているために臨時工として採用す

るのが合理的となる。

また，臨時工の本工化の意味を山本は以下のよ

うに述べている。

時工へと積極的に関与しないのかという点には，

実は本工労働者と臨時工の競合部分は限定された

ものであった。たしかに，臨時工からの影響が本

工労働者にまったくないわけではないが，雇用量

調節などの点では本工労働組合にも利点は存在す

る。最後に，臨時工と本工労働者の賃金格差であ

るが，この点はすでに指摘したとおり，統計的数

値はないために確定したことは述べられていない

が，若年層を中心とした下位職務において本工労

働者と臨時工は競合している点から，賃金格差が

それほど大きくないと予測されたと考えられる。

最後に，小池による研究の課題を整理する。何

よりも次節で検討する山本潔によって補完される

ように，また，小池自身も認めているように実証

はされていない点である。また，統計的数値が得

られないためと断ってはいるが，これまでの研究

でも明らかにされているように，臨時工と本工労

働者間の格差は，賃金のみに現れているわけでは

ない。小池自身は若年層の本工労働者と臨時工間

の賃金格差を８割程度と予測しているが，さまざ

まな諸手当や一時金の広がりなどを考慮するとそ

の差はより鮮明になるであろう。したがって，平

均賃金で見たときの本工労働者と臨時工間の格差

よりは小池の指摘は現実を照らしているが，それ

がすべてというわけにはいかないであろう。また，

上位職務と下位職務の境界の暖昧さによって臨時

工制度のうまみが拡大している点が指摘されてい

た。しかし，「小括」で指摘するように，同じく

臨時工を大量活用していた電機産業ではその様相

は異なっている。臨時工のみに注目すれば小池の

述べていることは当てはまるかもしれないが，女

子労働者の進出，パート労働者の登場など，小池

が女子労働者問題として詳しく触れなかった点が

焦点として浮かび上がってきており，そこでは明

確な職務区分がキーとなっている。

「本工登用制度と準社員登用制度は，自動

車工業における労働力需要の急激な増加と

｢労働力不足』という条件のもとにおける産

業予備軍のもっとも合目的的な編成形態にほ

かならなかった。

なぜなら，それは臨時工が結果的に区分さ

れる次の三つのグループ（①勤続一年未満で

解雇される臨時工，②臨時工として勤続一年

をへて本工に登用された労働者，③臨時工と

して勤続三年以上を経たが本工に登用されず

に準社員となったもの－以上，中山）の存在

第３節山本潔の研究

山本による研究は，前節で検討した小池和男の

仮説を自動車工業を例にとり実証した。したがっ

て，その論点および問題関心は小池と基本的に同
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を不明確にし，本工登用をめぐる臨時工内部

の競争を通じて，臨時工全体を統括するため

の機構にほかならないからである｣29。

したがって，労働需要面からのみ臨時工が要求さ

れるのではなく，労働供給面からのみも臨時工が

欲せられることが示された。ただし，大企業と中

小企業間の格差自体は日本の産業構造や産業政策，

労働組合の活動等によって規定されているもので

あるから，ここでの労働供給面から臨時工が欲せ

られるというのは大企業にかぎりなく限定される

可能性がある。他の産業や中小企業に存在する臨

時工がこの規定すべてに当てはまるかどうかは，

別の機会に検討しなくてはならない。

以上，山本による実証研究を検討してきた。こ

こまでに取り上げた内容以外にも，臨時工の賃金

が中小零細企業との関連でまとめられている。山

本の研究は，高度成長期開始から数年がたち臨時

工利用が活発化していくなかで，本工労働者と同

じまたは類似の作業をする臨時工の位置付けがよ

り企業にとって意味を持っていることを示した。

そして，それは労働需要面からの検討のみではな

く，高度成長下で活発化していく労働供給面の変

化からも捉え，トータルとして臨時工が拡大して

いく様子が描かれていることに最大の意義がある。

ただし，この研究の意義でもある自動車工業を

選択したという点自体に，実は限界も存在する。

だが，この限界は山本自身のスタンスの問題とい

うよりも，資料の制約などによるものである。ど

の産業を分析するのかで臨時工の存在形態は異な

り始めたのが1960年代前後である。それは，技術

革新による影響のためである。『労働白書1960年

版｣|によれば，技術革新による影響は，「機械の

連続化，半自動化段階における労働の単純化を反

映した若年未熟練労働者の大幅な増加」と，「設

備の計測化，自動化方式の採用にともなう高度技

能の必要`性を反映した技能工の比重の増大，学歴

の高度化現象」との２側面がある33．前者は機械

産業に当てはまり，後者は装置産業にあてはまる。

したがって，後者では臨時工は減少し，かわりに

社外工が進出していくことになる。

しかし，前者の機械産業のなかでも自動車工業

とは異なる特徴を示すものが存在する。それが，

前節でも指摘した電機産業である。まず何よりも，

以上の指摘は，本工登用制度があるために臨時

工の競争が強化されるという小池の示したメリッ

トが一層強化されていることを示している。たん

に優秀な臨時工が本工に採用されるという意味だ

けでなく，どのような基準が設定されているのか

わからないという不透明感によっても臨時工の競

争を促すからである30゜

以上，労働力需要面から見たときの臨時工制度

を確認した。本工労働者が存在するために，景気

変動への対処手段として臨時工が必要であるとい

う考え方以上の利点が，臨時工制度を採用する企

業に存在することが確認できた。

では，なぜ臨時工として就業する労働者が存在

するのか。労働供給面からの分析も山本は行って

いる。分析対象となった1957年から61年までの間

で，臨時工が25歳未満の青年労働者によって多く

を占められているという点では変化はない。しか

し，労働力の給源に変化が起きている。1957年,５９

年，６１年を比較したとき，５７年では農山村地帯か

ら６割近くが供給され，５９年には東海道線沿線の

地方工業都市からの比率が３割をこえ，６１年には

Ｎ市，県内・県外からの地方工業都市から合計で

７割弱供給されるようになった。一方で，農山村

地帯は61年では６％弱へと減少している。これを

山本は「臨時工の質的改善」と評している３１．臨

時工自体の労働条件が低いことは周知のことであ

るが，なぜこのような労働者は臨時工であっても

転職をしてきたのか。その理由に積極的なものは

見受けられない。しかし，「これらの労働者にと

っては，臨時工への応募は，たとえ，結果として

幻想におわるかもしれないとはいえ，大企業の本

工となって現在の雇用の不安定と劣悪な労働条件

から抜け出すことができるかもしれない唯一のチ

ャンスをなしていることである。臨時工への応募

は彼にとっては，けっして転落的労働移動ではな

くして，上昇への唯一のチャンスなのである｣32。
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のなかでいかに位置づけられているのかを指摘す

る理論研究および実証研究が提出された。

臨時工の実態にせまる研究は着実に蓄積されて

いた。しかし，それは本工労働者と比較できる臨

時工という範囲へと研究対象が徐々に縮小されて

いったことを意味している。

本工労働者と同じまたは類似の作業を行ってい

る臨時工の比率が増大しているとしても，本工労

働者と同種の作業をしていないものも存在し続け

たのも事実である。彼（彼女）らは，企業内で補

助・雑役業務に従事していたり，季節的労働者と

してある特定時期だけ就業したりしていた。これ

まで見てきた臨時工研究は，そのようなさまざま

な種類の働き方が臨時工に存在しているという認

識は共通しており，またその多くが低賃金労働力

であり，雇用が不安定であると共通して指摘する。

しかし，力点をおく研究対象は非常に限定されて

おり，補助・雑役業務を行っている労働者の労働

条件が適当なものかどうかという議論に発展する

ことはなかった。

これまで検討してきた臨時工研究全体の意義は，

不安定雇用としての臨時工の実態を明らかにし，

なぜ本工労働者と臨時工間に格差が存在するのか

を示したことである。そして，その格差を企業は

どのように利用しているのかを臨時工の労務管理

上の位置付けから最終的に突き止めた。一方で，

臨時工制度を用いることの利点は，企業のみに存

在するのではなく企業別組合に組織されている本

工労働者にも存在していた。そのため，企業は臨

時工制度を最大限に活用できる体制を整えること

ができ，臨時工制度は日本経済に深く根付いてい

ることを明らかにした。

ただし，長期にわたる高度成長のなかで臨時工

の質の変化が引き起こされていた。隅谷三喜男に

よれば，大企業ほど臨時工を採用する傾向が強く

なる企業規模別の臨時工の分布の変化，より一層

の基幹作業への臨時工の進出という作業内容の変

化，勤続期間の長期化，臨時工として働く者の若

年化の傾向，女子労働者が臨時工へと進出し女子

労働者比率の上昇などが示された31。

電機産業には女子労働者が大量に存在している。

自動車工業は男子労働者のみで占められている。

どちらが一般的でどちらが特殊かという話題はこ

こでは重要ではない。技術革新を経て労働の単純

化が促されても，臨時工への作用が異なる可能性

があるという点が重要である。

また，山本および小池の研究では，補助的作業

をする臨時工は分析対象からは外されている。臨

時工の本工化の作用や労務管理上の臨時工の位置

付けを明確にするための手段であり，この方法論

自体に問題点はない。しかし，補助的作業をする

臨時工に関する視点が失われたために，臨時工が

不安定雇用であるという視点は法律的議論と比較

すると格段に弱い。何より，補助的作業を行って

いる臨時工にはその比較対象となる本工労働者が

存在しないため，はたして小池のいうように本工

労働者とそれほど大きな格差はない働き方であっ

たのかどうかは不明なままである。この点も，の

ちの研究課題としてあげておかなくてはならない

であろう。

第４章小括

これまでの要点を整理すると，臨時工研究は法

律学者によって開始された。そのスタンスは，作

業内容によって臨時工の分類を行ったうえで，臨

時工にもさまざまな労働者が存在することを明ら

かにした。そのうえで，契約期間と勤続期間のず

れに注目して臨時工の不安定性を訴えたり，労組

法や労働基準法に照らし合わせた問題提示をした。

それに対して，日経連は経済法則一般の動きと

日本経済の弱さを前面に出し，臨時的労働力の必

要性を訴えていた。一方，社会政策学者による代

表的な研究を検討すると，日本産業の特殊性から

臨時工制度が生み出される要因を探っていた。た

だし，当初は法律的議論のものと同じく本工労働

者と同じ作業をしている臨時工の問題が強調され

ていた。しかし，1960年代にはいり臨時工の実態

をより詳しく検討したものでは，どのような範囲

で臨時工は本工労働者と競争し，企業の労務管理
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このような変化を通して，臨時工と呼ばれる働

き方はその姿を消していく。そして，臨時工の代

わりに非正規雇用として登場してきたのがパート

労働者（電機産業に典型的）であり，社外工（鉄

鋼業や石油化学産業に典型的）であった35.

新たに登場してきた非正規雇用の労働条件は，

臨時工とかけはなれたものではなく，また雇用量

調整の手段として機能していたことを考えれば臨

時工研究で指摘された多くの要素が受け継がれて

いた。しかし，臨時工研究の蓄積は，これら新し

い非正規雇用の研究にいかされることはなかった。

この点に臨時工研究の限界が存在する。

臨時工研究の限界とは，第１に，最終的な到達

点が本工労働者と同じまたは類似の作業を行う臨

時工から導き出された点に求められる。この点は，

これまでも指摘してきたとおり，臨時工が補助・

雑役業務を行っていたり，比較対象となる本工労

働者がいたりしなければその分析が行われないこ

とになる。そして，電機産業を例にとって第２の

限界をあげると，女子労働者の進出による影響を

考慮した研究蓄積がないということである。電機

産業のような労働集約型産業の場合，技術革新は

単純労働の増加へととくに寄与したことは想像に

難くない。そのような変化のなかで，必要とされ

る労働力は低賃金労働力であり，トランジスタガ

ールに代表される女子労働者が数多く採用された。

そして，同時に女子臨時工やパート労働者も多く

採用された。これら電機産業で就業する女子労働

者は，男子本工労働者とは明確な職務区分が行わ

れていた。したがって，上位職務と下位職務の不

明確な区分を企業にとっての最大の利点として分

析した臨時工研究とは相いれない状況が生まれて

いた。ただし，電機産業の場合は，補助・雑役業

務行っているために臨時工研究の対象からは除外

されやすいといった第１の理由とは異なり，たと

え単純労働の増加であっても，企業内の基幹的な

作業を行っているという意味では不安定就業の拡

大であった。それにもかかわらず，当時の電機産

業における女子本工労働者，女子臨時工，パート

労働者等の利用や関連を分析した調査・実証研究

(よ行われていない。

つぎに，臨時工研究の限界をあえて現在問う必

要性を考える。それは，上記の第２の限界に特に

求められる。周知のように，パート労働者の登場

およびその拡大を経て，非正規雇用研究は不安定

就業という側面から扱われることは少なくなって

いく。その理由は，パート労働者の多くが主婦労

働者が中心であり家計補助的な労働であると考え

られていたためである。しかし，製造業のパート

労働者をみると，その実態は不安定就業として認

識されていた臨時工から大差なく，変化したのは

若年男子から主婦へという就業者層の中心の部分

であった。労働条件には大きな変化が起きておら

ず，不安定就業としての側面を有したままであっ

た。

しかし，その後，非正規雇用の労働問題を解決

する動きが大きくなることは現在に至るまで皆無

に近かった。現在，日本における貧困問題が提起

されているなかでも，非正規雇用が労働者の自由

な選択として扱われ，その労働条件へと目が向く

ことは少ない。その原因の一つが，臨時工研究の

限界から見えてくる。すなわち，不安定就業研究

としての蓄積を止めてしまう要因が，臨時工研究

自体の方法論と調査対象の狭さにあったため，パ

ート労働者が不安定就業であるという視点を提示

することができず，非正規雇用は自由な働き方と

いう面が強調される要因を生んだと考えられるの

である。

最後に，本研究の課題を提示する。本研究は，

戦後から1960年代初頭までの代表的な臨時工研究

を素材として，その分析対象の徐々に限定されて

いく側面とその中からみえる臨時工の位置付けを

中心にみてきた。そして，臨時工研究全体の到達

点と，不安定就業研究としての蓄積が途絶えてし

まった要因をみた。

ただし，実証分析は行っていないために，あく

までも仮説にすぎない。したがって，最後に提示

した電機産業やその他パート労働者が多く活用さ

れた産業と，高度成長期の臨時工との関連を実証

することが第１の課題である。
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弘報部，1957年

広田寿子「現代女子労働の研究』労働教育センター，

1979年

北海道立労働科学研究所『臨時工後編』日本評論

新社，1956年

峯村次郎「臨時工_その実態と法律問題一」要書

房，1952年

山下不二男「臨時工の雇用と賃金」「日本労働協会雑

誌』No.19,1960年

山本潔「臨時工・社外工の配置」大河内一男・有泉

亨・金子美雄・藻利重隆編「雇用と雇用政策』有

斐閣，1966年

山本潔『日本労働市場の構造一「技術革新」と労働

市場の構造的変化ｊ東京大学出版会，1967年

労働省婦人少年局『パートタイム雇用の現状と課題』

日本労働協会，1969年

労働省『1960年版労働白書』

また，臨時工の本工化闘争など労働組合の動き

は多少触れているが，実際にどのような労使交渉

を経て臨時工に代表される非正規雇用が登場し，

活用されたのかは分析されていない。この点も第

１の課題同様に実証分析で明らかにされるべき問

題である。何故なら，不安定就業の側面を有して

いる非正規雇用を労働組合がどのように認識して

いたのかは，臨時工研究の蓄積からはまだ明らか

にはされていないからである。

以上の課題を解決したとき，日本における非正

規雇用が，歴史的にどう位置づけられ変化してき

たのかをトータルに把握することができると考え

られる。

注

11957年12月調査の労働省ｉ臨時工に関する実地

調査の結果概要』によれば，常用工（本稿での

本工労働者とみなす）が受け取る現金給与総額

に対する臨時工が受け取る現金給与総額の比率

は，調査産業計で34％であった。

２第２章で検討する，日本経営者団体連盟編『臨

時工問題の研究一主として労務管理の観点から

－』日本経営者団体連盟弘報部，1957年では，「主

要労組の臨時工対策」として主な労働組合の資

料が載せられている。そこには，全造船，合化

労連，全セメント，全鉱連，全繊同盟，全労が

挙げられている。また同書には載せられてい

ないが，電機労連も同時期に臨時工対策を打ち

出しているなど，1956年，５７年は特に臨時工対

策が各組合で活発に討議された時代であった。

電機労連運動史編纂委員会編『電機労連運動史

Ｕ全日本電気機器労働組合連合会，1976年参

照。

３調査方法および対象が異なるため，直接の比較

はできないが1950年11月の大阪府による調

査，1953年８月の北海道立労働科学研究所によ

る調査，および1957年12月の労働省による調査
から基幹作業に従事する臨時工の比率の推移は

次のようになる。

基幹作業に従事する臨時工の比率，47.4％（1950

年11月)→42.3％（1953年８月）→70.8％（1957

年１２月)。（大阪府による調査と北海道立労働科

学研究所による調査は，「臨時工前編』７３頁第

１６表および．７７頁第18表よる。労働省による調

査は，『臨時工に関する実地調査の結果概要』第

７表-1による)。

４北海道立労働科学研究所『臨時工後編」１９５６

年，日本評論新社，403-409頁参照。
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と基本的な労働条件は同じだが，雇用期間が明
示されておらずとりあえずは雇用の安定を確保
した労働者のことである。企業にとっては．景
気変動のたびに臨時工の採用・解雇を繰り返し
未熟練労働者を使用するよりは．本工化させる

ほどではなくとも経験を有している臨時工を準
社員として残しておく方がメリットが大きいた

めである。山本は，臨時工として勤続三年以上
の者が選考を経て準社員へと昇進するようであ

るが，実際には勤続三年以上の臨時工全員が準
社員へと昇進していることを指摘してる。

なお，山本によって提示されている第40表「自
動車工業における臨時工の本工昇格率」による
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と，Ｂ自動車工業では臨時工から本工へと登用

されたものは1959年4.7％，1960年4.6％である。

この数値自体はかなり低いという印象をうける。

一方，本工採用者全員のうち臨時工からの登用
者の比率は，1959年66.6％，1960年63.2％にも
のぼる。企業にとって臨時工制度のうまみが示

されている象徴的な数値と考えられる。わずか

な枠をめぐる臨時工の競争がある一方で，企業

に残った本工労働者は時間をかけて選択をした

充分に企業利益に合致した労働者だからである。

山本，前掲書，235頁。

山本，前掲書，236頁。

『1960年版労働白書』，34-35頁。

隅谷三喜男「現段階における臨時工問題」『日本

労働協会雑誌」第５巻第３号，1963年を参照。

社外工自体は1952年の職業安定法改正により

1950年代中盤から拡大していた。ただし，その

広範な利用は「労働白書1960版』で示されてい

るとおり，高度成長に入ってから後である。
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